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① 国 

・国において、妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援の施策として、フィンランドで実施されてい

る包括的な相談支援機関『ネウボラ』による支援を参考に、日本においても地域の包括的な支援

センターを整備することが望まれるとし、平成 27 年 3 月、妊娠期から子育て期にわたるまでの

様々なニーズに対して総合的相談支援を提供するワンストップ拠点「子育て世代包括支援センタ

ー」を整備することを示した。 

・平成 28年 6月、「子育て世代包括支援センター」について、母子保健等の改正により市町村での

設置の努力義務等を法定化し、平成 32 年度末までの全国展開を目指すとし、同センターの全国

展開に向けて、設置根拠を法律上に規定した。 

「市町村は、必要に応じ母子健康包括支援センター（子育て世代包括支援センター）を設置するよう努めなけ

ればならない」（母子保健法第 22条の改正…平成 29．4.1施行） 

  ・このような動きのなか、各自治体において妊娠期から子育て期までの支援を切れ目なく提供する

ための取組を各自治体版ネウボラとして展開をしている。 

 

 

※ 日本版ネウボラとフィンランドのネウボラとの相違点 

 ・日本は、ほとんどの自治体が地域の保健事業やその他の支援を繋げて切れ目ない支援としてその

地域のネウボラとしている。 

・日本はハイリスクアプローチに重点を置き、何らかのリスクが把握されてから支援を開始してい

る。 

・フィンランドでは、こどもが誕生する家族あるいは子どもをもつ家族全体に対して、ポピュレー

ションアプローチがなされている。 

・フィンランドでは、妊娠中から同じ担当保健師が家族全員を継続的に支援しており、信頼関係が

構築できている。 

・フィンランドでは、ネウボラの利用者は担当保健師に些細な事柄でさえも相談することができる。 

  （大阪市立大学大学院看護学研究科 横山美江教授の報告より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．国及び他の自治体の状況 
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他自治体 

※出典:厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123792.html） 

 千葉県浦安市の取組 
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